
【提出部数：正副2部】

添付書類一覧 説明等 チェック

1 開発行為に関する工事の廃止の届出書 省令別記様式第8

2 委任状

3 開発行為許可通知書 原本

4 変更許可、変更届 原本

5 理由書

6 印鑑証明書

チェック

1

2

3

4
開発許可、変更許可、変更届の原本を紛失した場合は、許可を受けた者によ
る理由書が添付されているか？

開発行為に関する工事の廃止の届出書

提出前に確認する事項

開発行為に関する工事の廃止の届出書は省令の様式を使用しているか？

開発行為に関する工事の廃止の届出書に必要事項が全て記載されている
か？

開発許可、変更許可、変更届は原本か？

許可書を紛失した場合

※許可書等の原本に受理印を押印して返却します。許可書を紛失した場合
は、理由書及び印鑑証明書を添付してください。

（法第38条）


